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序     文 
 

1980年代以降の工業化の急速な進展に伴い、マレーシアでは多発する労働災害に対して国家政

策レベルの対策が講じられてきました。1990年代当初から労働安全衛生法の制定にみられるよう

に関連法令及び企業に対するガイドライン等の整備が進められ、現在に至る間にマレーシアの労

災事故件数は65％減（社会保障機構、2006年）と大幅に減少しました。しかしながら、ILOの労災

事故統計データベース（LABORSTA）にみるマレーシアの労働者10万人当たりの労災事故死者数

は10.8人（2002年）と、米国4人、ドイツ連邦共和国2.9人、フランス共和国3.7人、英国0.7人、日

本2.5人と比較し、なお高い水準にあります。特に、行政の最先端に立つ安全衛生監督官の検査・

監督に係る技術能力等の不足により、現場での法執行に実効性が伴わないことは課題であり、産

業振興が今後も急ピッチで進むと考えられるマレーシアにあっては、労働安全衛生状況の好転を

図ることは健全な社会経済を維持するうえで不可欠な条件となっています。 

マレーシア人的資源省労働安全衛生局（DOSH）が、安全衛生行政強化のために策定した戦略計

画（2005～2010年）には、将来にわたり社会的要請に合致する法制の整備、戦略的かつ有効な法

執行、安全衛生意識向上の促進の3分野に力を注ぐことが掲げられており、各分野について期間中

の実行計画を定めています。このうち、法執行強化及び安全衛生意識向上の分野に対して労働安

全衛生局（DOSH）をカウンターパートとした本プロジェクトが要請され、2007年4月に長期専門

家（労働安全衛生行政）1名が派遣され、2012年4月までの5年間のプロジェクトが開始されました。 

今般、協力期間が半ばを経過したことを踏まえ、本プロジェクトの目標達成度や成果等を分析

するとともに、今後の展開に向けて活動計画、成果及びプロジェクト目標の再検討を行うため、

2010年3月1日から3月10日にかけて、マレーシア側関係機関との共同作業により中間レビュー調査

を実施しました。本報告書は、かかる調査の協議結果をまとめたものであり、今後の技術協力の

実施にあたって活用されることを願うものです。 

ここに、本調査にご協力いただいた内外の関係者の方々に深い謝意を示すとともに、引き続き

一層の支援をお願いするしだいです。 

 

平成22年3月 

 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部長 萱島 信子 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：マレーシア 案件名：労働安全衛生行政支援プロジェクト 

分野：社会保障 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部高等教育・社

会保障グループ社会保障課 

協力金額（評価時点）：1億640万3,000円 

先方関係機関：人的資源省労働安全衛生局（DOSH） 協力期間（R/D）： 

2007年4月～2012年4月（5年間） 日本側協力機関：厚生労働省 

１－１ 協力の背景と概要 

1980年代以降の工業化の急速な進展に伴い、マレーシアでは多発する労働災害に対して国家

政策レベルの対策が講じられてきた。1990年代当初から現在に至る間にマレーシアの労災事故

件数は65％減（社会保障機構、2006年）と大幅に減少したが、国際労働機関（International Labor 

Organization：ILO）の労災事故統計データベース（LABORSTA）にみるマレーシアの労働者10

万人当たりの労災事故死者数は10.8人（2002年）と、米国4人、ドイツ連邦共和国（以下、「ドイ

ツ」と記す）2.9人、フランス共和国（以下、「フランス」と記す）3.7人、英国0.7人、日本2.5人

と比較し、なお高い水準にある。この間に労働安全衛生法（1994年）の制定にみられるように

関連法令及び企業に対するガイドライン等の整備が進められてきたが、行政の最先端に立つ安

全衛生監督官の検査・監督に係る技術能力等の不足により、現場での法執行に実効性が伴わな

い事態が生じている。産業振興が今後も急ピッチで進むと考えられるマレーシアにあっては、

労働安全衛生状況の好転を図ることは健全な社会経済を維持するうえで不可欠な条件のひとつ

となっている。 

マレーシアにおける労働安全衛生は、国策上の優先度が高い分野でもある。安全衛生行政強

化のため労働安全衛生局（Department of Occupational Safety and Health, MOHR：DOSH）が策定

した戦略計画（2005～2010年）には、将来にわたり社会的要請に合致する法制の整備、戦略的

かつ有効な法執行、安全衛生意識向上の促進の3分野に力を注ぐことが掲げられており、各分野

について期間中の実行計画を定めている。このうち、法執行の強化及び安全衛生意識の向上の分

野に対してDOSHをカウンターパートとした本プロジェクトが要請された。2007年4月に長期専門

家（労働安全衛生行政）1名が派遣され、2012年4月までの5年間のプロジェクトが開始された。

 

１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

マレーシアの労働安全衛生の状況が先進国並みに改善される。 

 

 （2）プロジェクト目標 

DOSHによる労働安全衛生行政が建設業と中小企業を中心に改善される。 

 

 （3）成果（アウトプット）  

成果1：労働安全衛生行政執行の方法や手続きが改善される。 



 

 

成果2：建設業と中小企業における安全衛生監督官の検査監督能力が向上する。 

成果3：産業界及び一般に対し労働安全衛生に関する啓発・普及を行うDOSHの能力が向

上する。 

 

 （4）投入（中間レビュー時点） 

日本側 

長期専門家（労働安全衛生行政）（1名） 

短期専門家 

-中小企業安全衛生活動（2名） 

-建設安全（1名） 

-化学物質管理（3名） 

本邦研修 

-DOSH職員、労働安全衛生監督官（計26名） 

在外事業強化費 

相手国側 

カウンターパート配置 

専門家用執務室、事務用備品 

プロジェクト運営経費（研修事業、セミナー、資料印刷製本等） 

２．評価調査団の概要 

総  括 高橋 政俊 JICAマレーシア事務所 次長 

労働安全 

衛生行政 
樋口 清高 厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課 国際室長 

労働衛生 水沼 一典 中央労働災害防止協会 国際センター 国際課長 

協力企画 中島 啓祐 JICA人間開発部社会保障課 

調査者 

評価分析 伊藤 治夫 ICONS国際協力株式会社 

調査期間 2010年3月1日～3月11日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）プロジェクトの成果 

本プロジェクトは、中間レビュー時点において、活動は計画どおり実施されており、そ

れぞれの成果指標を達成している。このように活動が順調に達成した要因は、本邦研修等

により能力を向上させたDOSH安全衛生監督官が研修モジュール策定、各州DOSH事務所の

安全衛生監督官への講師養成研修（Training of Teachers：TOT）といったプロジェクトの主

要な活動に主体的に取り組んだ結果であると考察することができる。 

 

 成果（アウトプット）1：労働安全衛生行政の方法や手続きが改善される。 

・ DOSH及び州事務所により、「労働安全衛生行政に関する調査報告書の概要」（Outline of 

OSH Administration review report）が作成された。また、労災統計の基礎資料データを
 



 

 

解析して、マレーシアの災害分析が実施され、合同調整委員会（Joint Coordinating 

Committee：JCC）において共有された。 

・ 現状把握を基に策定された検査監督要綱がDOSH及びクアラルンプール、スランゴール

DOSH事務所において共有された。検査監督要綱は今後、パイロット・プロジェクト1に

より検証され、最終的に他州においても利用可能なものとすることが求められている。

 

 成果（アウトプット）2：建設業と中小企業における安全衛生監督官の検査監督能力が向上す

る。 

・ 本邦研修に参加したDOSH職員及び安全衛生監督官が中心となり、中小企業、建設業分

野の研修モジュールが作成された。研修モジュールは承認の段階で多少時間がかかっ

た経緯があるが、今後、作成した研修モジュールを用いた研修の実施が計画されてい

る。 

・ 各州DOSH事務所における研修担当者である安全衛生監督官（中小企業分野19名、建設

分野19名、計38名）へのTOTが実施された。今後、スランゴール及びクアラルンプー

ルDOSH事務所における全安全衛生監督官（クアラルンプール事務所：54名、スランゴ

ール事務所：80名)2に対して研修が実施される。 

・ TOTの実施報告書からは、作成された研修モジュールを基に高い質の研修が実施され

たことが推定される。特に、実際の現場での実技研修が有用であることが示唆されて

おり、安全衛生監督官が実際の現場において活用できる内容が研修モジュールに盛り

込まれている。 

 

 成果（アウトプット）3：産業界及び一般に対し労働安全衛生に関する啓発・普及を行うDOSH

の能力が向上する。 

・ マレーシアの労働安全衛生週間に定期的に開催されている労働安全衛生セミナーでの

短期専門家によるKYT講演及び化学物質管理セミナー（GHS上級コース）が実施され

た。同セミナーは参加者からの高い評価を得た。 

 

 （2）プロジェクト目標 

選定された州でのパイロット・プロジェクトの実施は今後の活動となるため、プロジェ

クト目標の指標は現時点では測定されていない。パイロット・プロジェクトの地域を中心

として、安全衛生監督官が作成された研修モジュールを基に研修を受講することにより、

DOSHの行政機能の改善が実現することが想定される。 

 

 （3）上位目標 

上位目標では全業種での労働安全衛生状況の改善をめざしている。パイロット・プロジ

                                                        
1 クアラルンプール及びスランゴール州を対象州として、クアラルンプール事務所においては建設業、スランゴール事務所に

おいては中小企業を対象分野として、プロジェクトにより策定された検査監督要綱に沿った制度の改善、研修モジュールを

用いた研修を2010年4月から実施する計画となっている。 
2 クアラルンプールDOSH事務所には計61名、スランゴールには87名の労働安全衛生監督官が所属しているが、双方の事務所に

おいて、TOTにより研修を受講済みである7名を除く人数が研修受講対象となる。 

 



 

 

ェクト州での安全衛生監督官への研修が今後計画されていることからも、現時点で上位目

標を測定することは時期尚早である。しかし今後、マレーシアの労働安全衛生における優

先分野である中小企業及び建設業分野での労働安全衛生の状況が改善することで、上位目

標に対する高いインパクトが見込まれる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性：非常に高い 

・ DOSHは労働安全衛生行政の強化をめざした労働安全衛生マスタープラン（2010～2015

年）を策定し関連法令の整備、組織の増強、民間セクターとの協力体制の強化をめざ

していることからも、プロジェクトの実施はマレーシア政府の政策戦略と合致してい

る。 

・ わが国のマレーシア国別事業実施計画においては、第9次マレーシア計画にて重要課題

とされている格差是正に対して支援するため、経済と社会のバランスのとれた成長、

人材育成、社会基盤整備が重視されており、本プロジェクトは「社会保障」分野の労

働安全衛生等の基盤整備に位置づけられている。 

・ わが国には、労働組合、経営者団体における多くの労働安全衛生活動の蓄積があり、

開発途上国の労働安全衛生向上を支援するための有用な経験を有している。 

・ 本プロジェクトの対象分野である中小企業及び建設業は労働災害が多く発生する分野

である。また、パイロット・プロジェクト州であるスランゴールは工場地帯が広がり、

一方で首都のクアラルンプールには建設現場が多く存在することからも、対象分野及

び対象サイトの選定は妥当である。 

 

 （2）有効性：高い 

・ 本プロジェクトの成果（アウトプット）いずれもプロジェクト目標である「DOSHによ

る労働安全衛生行政が建設業と中小企業分野を中心に改善される。」に貢献している。

・ 本邦研修の参加者が研修で得た知識を生かして、研修モジュールの策定に主体的に取

り組んでおり、今後、講師として州DOSH事務所における研修を行うことに対して高い

オーナーシップをもっていることが確認された。 

・ 今後、成果2の事務所における安全衛生監督官への研修、成果3の啓発・普及能力の向

上が継続的に行われることで、事業所現場レベルでの労働安全衛生行政の改善が見込

まれる。 

 

 （3）効率性：高い 

・ 日本側の主要な投入である本邦研修及び短期専門家の派遣は、プロジェクト活動の進

捗に合わせて計画どおりに実施されている。また、わずか1名の専門家及び最低人数の

カウンターパートにより効果的なプロジェクト運営が行われている。 

・ 本邦研修及び短期専門家による研修を受講した安全衛生監督官の知識、技術がプロジ

ェクトの活動に効果的に活用されている。 

・ マレーシア側の既存の組織、研修制度等を用いた効果的な活動の実施が行われている。

プロジェクトの研修の実施に関しては、日本側からの財政的な投入はされておらず、



 

 

既存の人材育成プログラムの活用が検討されている。 

・ 全国への普及に際しては、パイロット・プロジェクト州での成果を受けて実施される

ことが計画されている。パイロット・プロジェクトの効果を検証することにより、投

入を最小限に抑えた効率的な普及計画の策定が見込まれる。 

 

（4）インパクト：正のインパクトが見込まれる 

・ プロジェクトの方向性は、マレーシア政府により策定された労働安全衛生マスタープ

ラン（2010～2015年）に沿ったものであり、同マスタープランとの相乗効果により、

上位目標を達成することが見込まれる。  

・ 全国波及の際にコアとなる人材への能力開発が効果的に実施されている。本邦研修の

参加者は全国の州DOSH事務所から選定されており、さらには、研修講師養成のための

TOTには、パイロット以外の州からの安全衛生監督官が参加しており、将来の全国普

及のための布石が打たれている。 

・ 開発された研修モジュール、検査チェックリスト、KYT（危険余地トレーニング）及

び化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（Globally Harmonized System of 

Classification and Labeling of Chemicals：GHS）にかかわる教材、資料等は全国からアク

セス可能なWebサイト（JICA-DOSH Knowledge Site）から入手可能となっており、関連

資料の共有がなされている。 

・ GHSの上級コースを受講したDOSH職員が独自にGHS初級、中級の研修モジュールを開

発して、各州DOSH事務所の安全衛生監督官への研修が実施されている。さらには、

GHSに基づく表示・分類が今年中（2010年）にマレーシア政府により法令化される予

定となっている。 

 

（5）自立発展性：高い自立発展性が見込まれる 

・ DOSHの安全衛生監督官が急速な工業化、多様な労働安全衛生状況への対応として、急

速に増員されるなど、DOSHを中心とした労働安全行政の強化にかかわる努力が継続さ

れており、労働安全衛生の充実をめざすマレーシア政府の政策的支援が継続される可

能性は高い。 

・ プロジェクトの実施がマレーシア側の既存の組織、制度を用いて実施されていること

からも、プロジェクト終了後も活動がマレーシア政府主導により継続的に実施される

可能性は高い。 

・ 対象である中小企業及び建設分野に関しては、DOSH本部内で委員会が組織されている。

また、各州DOSH事務所においては、プロジェクト開始以降、中小企業、建設分野にお

ける専門部署が組織されていることからも、組織面でのプロジェクト効果の継続性が

期待される。 

・ プロジェクトの主要な活動にかかわる経費は、マレーシア政府側の負担となっている。

金融危機を原因とした一時的な予算の縮小がみられるものの、マレーシア側のプロジ

ェクトにかかわる経費は順調に配分されており、プロジェクトの円滑な実施に貢献し

ている。 

・ TOTの参加者は研修内容を高く評価しており、これは本邦研修の参加者が研修モジュ



 

 

ールの開発、研修講師として十分な能力を有することを示している。また、プロジェ

クト効果の継続に関しては、安全衛生監督官への研修効果をモニタリングし、その結

果を将来の研修計画に反映する仕組みの構築が求められる。 

 

３－３ 結論 

 本プロジェクトはマレーシア労働安全衛生マスタープランとの政策と整合している。また、

ほぼすべての活動が計画どおり実施されており、DOSH安全衛生監督官への能力開発が順調に実

施されている。2010年4月より、安全衛生監督官への研修をスランゴール及びクアラルンプール

事務所にて実施することが計画されていることからも、研修効果の発現によるプロジェクト実

施期間内でのプロジェクト目標の達成が見込まれる。5項目評価を通じても高い評価結果となっ

ており、残りのプロジェクト期間でインパクト及び自立発展性の向上に向けた取り組みが実施

されることになる。 

 

３－４ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

 （1）プロジェクトの指標となるデータの整備 

プロジェクトを適切に運営するため、各州DOSH事務所での研修を開始する前に、パイロ

ット・プロジェクト州において、プロジェクト目標及び上位目標にかかわる指標のベース

ライン・データを収集し、今後実施される研修効果のモニタリングを実施し、評価結果を

将来の研修計画に反映する必要がある。ベースライン・データの測定に関しては、マレー

シアの労働災害の現状を的確に示す統計情報の整備が不可欠となる。 

 

 （2）プロジェクトの成果を全国に普及するための戦略づくり 

パイロット・プロジェクトの結果を受けて、プロジェクト成果の全国への普及が計画さ

れている。パイロット・プロジェクトの結果の分析から抽出される経験・教訓を基に具体

的な普及計画を策定すると同時に、全州の安全衛生監督官への本邦研修もしくはTOTによ

る研修機会の提供が必要となる。さらに、プロジェクトで開発された研修モジュールは、

新任研修、シニア安全衛生監督官への再訓練などの研修機会に多く活用され、普及される

ことが望ましい。 

 

 （3）本邦研修受講者の活用 

昇進、人事異動等により、パイロット・プロジェクト州のDOSH事務所には本邦研修の参

加者経験者が配属されていない。パイロット・プロジェクトを効果的に実施するためにも、

スランゴール及びクアラルンプールDOSH事務所において、最低1名の本邦研修の受講者を

配属し、また、可能であれば、プロジェクトの実施期間中は本邦研修を受講した職員が対

象州において業務を実施する体制を構築することが望ましい。 

 

 （4）研修における短期専門家の効果的活用（日本側への提言） 

パイロット・プロジェクトでの安全衛生監督官に対する研修の実施はマレーシアの労働

安全衛生行政の向上にとって重要な活動となるため、短期専門家をパイロット・プロジェ

クト州での研修開催時期に合わせて派遣することが重要となる。短期専門家により、本邦



 

 

研修参加者が実施する研修のモニタリング及びそのフィードバックが行われることで、研

修モジュールの質、講師の教授法の改善に寄与すると想定される。 

 

３－５ プロジェクト計画の見直し（PDM Ver.1） 

 プロジェクト開始当初に承認されたPDM Ver.0は、その後のプロジェクトの進捗、今回の中間

レビューの結果を踏まえ、指標の再設定及び、その指標に合わせたプロジェクト目標、上位目

標の記載内容について、現実に即した形での変更が望ましいと判断された。見直しの結果を踏

まえて、PDM Ver.1（案）を策定した。PDM Ver.1（案）は、プロジェクト関係者との協議を踏

まえて、合同調整委員会において合意・決定された。 
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

1980年代以降の工業化の急速な進展に伴い、マレーシアでは多発する労働災害に対して国家政

策レベルの対策が講じられてきた。1990年代当初から現在に至る間にマレーシアの労災事故件数

は65％減（社会保障機構、Social Security Organization、MOHR 2006年）と大幅に減少したが、ILO

の労災事故統計データベース（LABORSTA）にみるマレーシアの労働者10万人当たりの労災事故

死者数は10.8人（2002年）と、米国4人、ドイツ2.9人、フランス3.7人、英国0.7人、日本2.5人と比

較し、なお高い水準にあった。同国では労働安全衛生法（1994年）の制定にみられるように関連

法令及び企業に対するガイドライン等の整備が進められてきたが、行政の最先端に立つ安全衛生

監督官の検査監督に係る技術能力等の不足により、現場での法執行に実効性が伴わない事態が生

じている。また、近年の事故件数の減少にもかかわらず、社会保障機構（Social Security Organization、

MOHR：SOCSO）の労災補償費は増加の一途をたどっており、障害年金の給付など労災補償制度

の維持に影響が出ることを危ぶむ声も出ている。産業振興が今後も急ピッチで進むと考えられる

マレーシアにあっては、労働安全衛生状況の好転を図ることは健全な社会経済を維持するうえで

不可欠な条件のひとつとなっている。 

マレーシアにおける労働安全衛生は、安全衛生の効率的促進を図る1992年の国立労働安全衛生

センター（National Institute of Occupational Safety and Health：NIOSH）の事業開始、1994年の労働

安全衛生法制定以降の関連規則等の法制度の整備、同年の工場機械局から労働安全衛生局（DOSH）

への改組とその後の組織拡充、ILO関連条約の批准など、マレーシア政府が一連の関連施策を長期

かつ継続的に実施してきた経緯に示されるように、国策上の優先度が高い分野でもある。安全衛

生行政強化のためDOSHが策定した戦略計画（2005～2010年）には、将来にわたり社会的要請に合

致する法制の整備、戦略的かつ有効な法執行、安全衛生意識向上の促進の3分野に力を注ぐことが

掲げられており、各分野について期間中の実行計画を定めている。このうち、法執行の強化及び

安全衛生意識の向上の分野に対してDOSHをカウンターパートとした本プロジェクトが要請され

た。2007年4月に長期専門家（労働安全衛生行政）1名が派遣され、2012年4月までの5年間のプロ

ジェクトが開始された。 

今般、プロジェクトの中間時点を迎えたことを踏まえ、DOSHと合同で本プロジェクトの目標達成

度や成果等を分析するとともに、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認し、

合同評価報告書に取りまとめ、合意することを目的とした中間レビュー調査を行うこととなった。 

 

１－２ 調査団構成及び日程 

 （1）調査団構成 

担当 氏名 所属 

総  括 高橋 政俊 JICAマレーシア事務所 次長 

労働安全衛生行政 樋口 清高 厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課 国際室長 

労働衛生 水沼 一典 中央労働災害防止協会 国際センター 国際課長 

協力企画 中島 啓祐 JICA人間開発部社会保障課 

評価分析 伊藤 治夫 ICONS国際協力株式会社 
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 （2）日程 

月日 伊藤 樋口､水沼､中島 

3月1日 月 
成田発 

クアラルンプール（KL）着 

3月2日 火 

JICAマレーシア事務所との打合せ 

DOSHとの打合せ 

長期専門家へのインタビュー 

3月3日 水 
DOSH関係者へのインタビュー 

NIOSHでの研修視察 

3月4日 木 
クアラルンプールDOSH事務所 

スランゴールDOSH事務所 

3月5日 金 
マレーシア化学工業評議会（CICM） 

マレーシア建設企業協会（MBAM） 

3月6日 土 調査結果取りまとめ 

 

3月7日 日 資料整理 
成田発 

クアラルンプール（KL）着 

3月8日 月 
JICAマレーシア事務所との打合せ 

DOSHとの打合せ、MM協議 

3月9日 火 

MM協議 

JCC、M/M署名 

大使館報告 

3月10日 水 
JICA事務所報告・打合せ 

KL発 

3月11日 木 成田着 

 

１―３ 主要面談者 

 （1）人的資源省（Ministry of Human Resource：MOHR） 

Y. Bhg. Dato’ Ir. Dr. Johari bin Basri 労働安全衛生局局長 

Mr. Zabidi bin Dato’ Md. Adib 労働安全衛生局次長（政策担当） 

Mr. Mohtar bin Musri 労働安全衛生局次長（運営担当） 

Mr. Bashah bin Bachik 人的資源省労働局長（代理） 

Mr. Harun bin Bakar 社会保障事務局事務局長（代理） 

Mr. Sivaneswaran al Ramachandran 経済政策局局長（代理） 

Ms. Muaziah binti Abd Rahman 労働安全衛生局産業安全課長 

Mr. Mohamad bin Jamil 労働安全衛生局大規模災害課課長 

Ms. Rabaayah binti Daud 労働安全衛生局管理課課長補佐 

Dr. Hasmaizal bin Hassim 労働安全衛生局労働衛生課課長補佐 
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Dr. Majahar bin Abd Rahman 労働安全衛生局化学物質管理課課長 

Mr. Husdin bin Che Amat 労働安全衛生局労働衛生工学・人間工学課課長 

Mr. Saiful Azhar bin Mohd Said 労働安全衛生局政策研究課 

Mr. Ismail bin Jalil 労働安全衛生局プロジェクト調整官 

Mr Osman bin Isa 労働安全衛生局政策調査課課長補佐 

Mr. Fadzil bin Osman 国立労働安全衛生センター（NIOSH）所長（代理）

Mr. Zamzurin bin Maarof 全国労働安全衛生審議会事務局（NCOSH）課長 

Mr. Naim bin Bakri 全国労働安全衛生審議会事務局（NCOSH）職員 

 

 （2）州DOSH事務所 

Mr. Zaharim bin Osman クアラルンプール事務所長 

Mr. Amir bin Yahya スランゴール事務所長 

Mr. Baharuddin bin Rejab 労働安全衛生局セランゴール事務所所長補佐 

 

 （3）業界団体 

Mr. Sobri Ahmad マレーシア化学工業評議会（Chemical Industries 

Council of Malaysia：CICM）会長 

Mr. Foo Chek Lee マレーシア建設企業協会（Master Builders Association 

Malaysia：MBAM）職員 

 

 （4）プロジェクト 

川島 孝徳 労働安全衛生行政専門家 

 

 （5）JICAマレーシア事務所 

鈴木 規子 所長 

松村 元博 所員 

 

１－４ 中間レビュー調査の方法 

 （1）調査項目 

本中間レビューはプロジェクトの実績と実施プロセスを把握し、特に妥当性、効率性等の

観点から評価し、必要に応じて当初計画の見直しや運営体制の強化を図ることを目的として

いる。よって、本評価では、2006年11月29日に作成されたPDM Ver.0及び活動計画表（Plan of 

Operation：PO）に基づき、プロジェクトの実績、実施プロセス、評価5項目（妥当性、有効性、

効率性、インパクト、自立発展性）を検証するために、評価グリッド（付属資料1.参照）を作

成し、各項目に関して評価を行った。評価5項目の視点は次のとおりである。 
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妥 当 性 

プロジェクト実施の必要性、正当性に関する評価 

プロジェクト目標、上位目標が、政府の開発目標や、受益者ニーズに合致

しているか。また、上位目標、プロジェクト目標、成果（アウトプット）及

び投入の相互関連性に整合性があるか。 

有 効 性 

プロジェクトの効果に関する評価 

プロジェクトの実施が、受益者や社会に便益をもたらしているか。成果（ア

ウトプット）及びプロジェクト目標の評価時点での達成状況及び将来達成す

る見込み。 

効 率 性 

プロジェクトの効率性に関する評価 

プロジェクトの投入と成果（アウトプット）の関係において、資源が有効

に利用されているか。投入の時期、質、及び規模は適切であるか。 

インパクト 

プロジェクトの長期的、波及的効果に関する評価 

プロジェクトが実施されたことにより直接的、間接的な正負の影響が生じ

ているか。また、計画当初に予想されなかったものがあるか。 

自立発展性 

プロジェクト終了後の便益・開発効果の自立発展性に関する評価 

援助の終了後、プロジェクトで発現した効果が持続するか。政策、財政、

組織・制度、技術などの側面において、プロジェクトで実施された活動が継

続的に行われるための基盤・支援があるか。 

 

 （2）情報・データ収集方法 

評価グリッドに基づいて以下の方法で情報・データを収集し、評価分析を行った。 

 

1）関係資料のレビュー 

・ マレーシア「労働安全衛生行政支援プロジェクト」事前評価調査報告書 

・ プロジェクト作成資料（事業報告書、合同調整委員会議事録、短期専門家報告書、評

価資料各種） 

・ マレーシア労働安全衛生マスタープラン（2010～2015年） 

 

2）質問票による調査 

本邦研修に参加した安全衛生監督官26名のうち、15名からの質問票を電子メールにて回収

し、結果を集計・分析した。 

 

3）インタビューによる調査 

DOSH職員、安全衛生監督官、カウンターパート、業界団体に対し、インタビュー調査を

実施した。 

 

4）プロジェクト関係者との協議・合同調整委員会 

日本人専門家、DOSH職員、DOSH州事務所のメンバーとの意見交換、協議を行った。協議

の結果を踏まえて、評価案、PDMの改定案についての議論を行い、結果をミニッツに取りま

とめた。ミニッツは中間レビューの実施に合わせて開催された合同調整委員会（JCC）にて
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委員会メンバーに承認、署名された。 

 

 （3）調査・評価上の制約 

特になし。 

 

１－５ 中間レビュー調査結果概要 

 （1）結果 

計画に従って各活動が展開しており、プロジェクト終了までにプロジェクト目標の達成が

可能と思われる。現時点での成果達成状況は以下のとおり。 

成果1：労働安全衛生（Occupational Safety and Health：OSH）検査監督要綱（OSH strategy）

の原案が作成され、既に関係者で共有済。ただし、労働災害及び疾病に関する情報

収集システムについては構築途上。 

成果2：既存の研修プログラムの分析及びニーズに基づき、建設業・中小企業に関する研修

プログラムを策定済。また38名の監督官に対してトレーナーズ・トレーニングを実

施済（建設業担当19名、中小企業担当19名）。今後、選定地域（クアラルンプール、

スランゴール）のすべての監督官に対する研修が実施される見込み。 

成果3：DOSH監督官、民間企業を対象にしたGHSセミナー、KYセミナーが実施されており、

受講者の評価も高い。今後もOSHセミナーを継続していく計画。 

 

項目 評価 理由 

妥当性 非常に高い 

・ 国家政策（OSHマスタープラン）と合致する。 

・ 労働災害の大部分を占める建設業・中小企業が対象であり、そ

れらの民間企業が多く存在するクアラルンプールとスランゴー

ルを選定地域としている。 

有効性 高い 

・ プロジェクト目標が達成される見込みである。 

・ 研修員を活用したアプローチが適切（受講者のノウハウが反映

される） 

効率性 高い 
・ 既存の枠組みを活用してプロジェクトを展開している。 

・ パイロットの結果を踏まえた全国展開が計画されている。 

インパクト 
達成可能性

大 

・ 労働災害において建設業・中小企業のインパクトが大きい。 

・ 将来の全国展開を想定した人材育成が実施されている。 

自立発展性 
達成可能性

大 

・ 本邦研修等によってカウンターパートの能力向上が図られてい

る。 

・ OSHマスタープランや既存の研修の枠組みが存在し、今後も継

続していく見込みであること。 

 

 （2）提言 

以下の点からの提言を行うとともに、今般の調査結果に基づき、プロジェクト設計梗概

（Project Design Matrix：PDM）とPOの修正を提案し、マレーシア側の了承を得た。 

① プロジェクトの指標となるデータの整備 
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② プロジェクトの成果を全国に普及するための戦略づくり 

③ 本邦研修受講者の活用（選定地域からの本邦研修参加） 

④ OSHトレーニングにおける短期専門家の効果的活用 
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第２章 プロジェクトの実績と現状 
 

２－１ 投入の実績 

２－１－１ 日本側投入 

プロジェクト開始以来、中間レビューまでの日本側投入は以下のとおりである。 

 

  （1）専門家派遣 

1名の長期専門家（労働安全衛生行政）及び、短期専門家（中小企業安全衛生活動2名、

建設安全1名、化学物質管理3名）が計画どおり派遣された。派遣専門家のリストは付属資

料2.ミニッツANNEX4-1参照。 

 

  （2）研修員受入 

2007年、2008年にそれぞれ8名、2009年には10名のDOSH安全衛生監督官の計26名に対し

て本邦研修が実施された。本邦研修受講者のリストは付属資料2.ミニッツANNEX4-2参照。 

 

  （3）在外事業強化費 

プロジェクトの運営経常経費としてローカルコストの負担が行われた。 

 

２－１－２ マレーシア側投入 

プロジェクト開始以来、中間レビューまでのマレーシア側投入は以下のとおりである。 

 

  （1）カウンターパートの配置 

DOSH副局長、政策部長、化学管理部長、OSH国家委員会秘書、管理部副部長及び、パイ

ロットサイトとなるスランゴール、クアラルンプールDOSH事務所の所長の計7名がカウン

ターパートとして任命されている。そのほかに、DOSHから2名、スランゴール、クアラル

ンプールDOSH事務所からの各1名の計4名の管理スタッフが配置されている。カウンターパ

ート及び管理スタッフのリストは付属資料2.ミニッツANNEX4-3参照。 

 

  （2）施設等の提供 

プロジェクトに必要な施設として、専門家が常駐するプロジェクト事務所がDOSH内に提

供されている。 

 

  （3）プロジェクト運営経費 

研修事業、セミナー、資料印刷製本等のプロジェクトの運営に必要な費用が計画どおり

提供されている。 

 

２－２ 成果の達成状況 

 本プロジェクトは、中間レビュー時点において、活動は計画どおり実施されており、それぞれ

の成果指標を達成している。このような活動が順調に推移した要因としては、本邦研修等により

能力を向上させた参加者の高いオーナーシップにより、研修モジュール策定、各州DOSH事務所の
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指導員へのTOTといった、プロジェクトの中核となる活動に取り組んだ結果であると考察すること

ができる。 

 

成果（アウトプット）1：労働安全衛生行政執行の方法や手続きが改善される。 

 （1）現行の行政手段と手続きに関する調査報告書が作成される 

DOSH本局、州DOSH事務所による労働安全衛生行政の現状についての調査・分析の結果、

「労働安全衛生行政に関する調査報告書の概要」（Outline of OSH Administration review report）

が作成され、現行の行政上の課題と解決の方向が提示された。同報告書の内容は、2008年12

月に実施されたJCCにおいて、関係者に共有されると同時に、労働安全衛生検査監督要綱（OSH 

Strategy）及び研修モジュールの策定に反映されている。 

 

 （2）労働災害分析（Accidents profile）の結果が取りまとめられる 

政策研究課から提供された「事故、危険発生、職業中毒及び職業病の届出規則｣（Notification 

of Accident, Dangerous Occurrence, Occupational Poisoning and Occupational Disease：NADOPOD）

に基づいて労災統計の基礎資料データを解析して、マレーシアの災害分析が実施され、2008

年12月のJCCにおいて発表された。事故、危険の発生、職務に起因する中毒及び疾病について

の通知規則（ Notification of Accident, Dangerous Occurrence, Occupational Poisoning and 

Occupational Disease, OSHA Regulations 2004：NADOPOD）における労働災害統計の死亡災害、

被災者数等の捕捉率が低いといった課題があり、一方で労働災害の公式統計として用いてい

るSOCSO統計は交通労働災害を含み、外国人労働者が含まれておらず、マレーシアにおける

労働災害の実態を捉えていないといった課題が指摘されている。 

 

 （3）優先分野別に検査監督要綱（OSH Strategy）が策定される 

労働災害分析を基に検査監督要綱が策定された。検査監督要綱はDOSH本局、スランゴール

及びクアラルンプールDOSH事務所において内容が共有されており、今後実施されるパイロッ

ト・プロジェクト3において、その内容に基づいた活動が実施される。検査監督要綱は今後、

スランゴール、クアラルンプールDOSH事務所において、検証され、パイロット・プロジェク

トでの経験が反映され最終的に他州においても利用可能なものとすることが求められている。

検査監督要綱に沿ったパイロット・プロジェクトは下記のとおり。 

 

共通事項 

・ OSH Auditsの実施、結果記録及び結果に基づく安全衛生改善指示 

・ 災害調査の適切な実施による災害原因と防止対策の明示並びに安全衛生

セミナーを通じた再発防止対策の周知 

・ 重篤な災害における適切な法的処置の実施 

・ 事故の型別起因別による災害分析の作成 

 

                             
3 クアラルンプール及びスランゴール州を対象州として、クアラルンプール事務所においては建設業、スランゴール事務所に

おいては、中小企業を対象分野として、プロジェクトにより策定された検査監督要綱に沿った制度の改善、研修モジュール

を用いた研修を2010年4月から実施する計画となっている。 
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クアラルンプ 

ール事務所 

・ 帰国研修員を講師とする建設業安全衛生についての指導員訓練の実施と

指導員による安全衛生監督官訓練の実施 

・ 適切な墜落防止措置、外国人労働者を含めた適切な安全衛生教育及び作

業指示、現場での安全衛生管理、KYTや5Sなどの安全衛生活動の推奨、

などの建設業安全衛生対策の推進 

スランゴール 

事務所 

・ 帰国研修員を講師とする中小企業安全衛生についての指導員訓練の実施

と指導員による安全衛生監督官訓練の実施 

・ 適切な機械はさまれ防止措置、有害物質使用時の換気、呼吸用保護具、リ

スクアセスメントの実施、騒音、粉じん、酸欠、エルゴノミクス対策、

KYTや5Sなどの安全衛生活動の推奨、などの中小企業安全衛生対策の推進

 

成果（アウトプット）2：建設業と中小企業における安全衛生監督官の検査監督能力が向上する。 

 （1）現行の研修事業に関する調査報告書が作成される 

現行の研修事業が報告書としてまとめられた。報告書の中には、現在の研修事業にかかわ

る項目、現行の研修モジュール、TOTの実施記録、研修の評価結果が記載されている。 

 

 （2）研修モジュールが作成される 

研修事業の調査に基づき、本邦研修に参加したDOSH職員及び安全衛生監督官が中心となり、

建設業及び中小企業分野において、研修モジュールが作成された。研修モジュールは承認ス

ケジュールに若干の遅滞があったものの、ほぼ計画どおりの時期のモジュールを用いた研修

の実施が計画されている。研修モジュールに関して、その有効性を質問票で確認した結果、

本邦研修に参加したすべての安全衛生監督官がプロジェクトで開発された研修モジュールの

内容は適切であると回答しており、マレーシアの労働安全衛生の現状に合わせた内容のモジ

ュールが作成されたことが指摘された。研修モジュールはプロジェクト関係資料の閲覧のた

めのホームページであるJICA-DOSH Knowledge Siteからダウンロード可能となっており、各州

のDOSH事務所への普及に寄与することが想定される。 

 

 （3）60％以上の安全衛生監督官が新研修モジュールに基づく研修を受講する 

現時点においては、各州DOSH事務所における研修担当者である安全衛生監督官（中小企業

分野19名、建設業分野19名、計38名）へのTOTが実施された。今後、2010年4月からパイロッ

ト地域であるDOSHスランゴール及びクアラルンプール事務所における全監督官（クアラルン

プール事務所：54名、スランゴール事務所：80名)4に対して研修が実施される。このことから

も、同指標がプロジェクト終了までに達成される可能性は非常に高い。一方で同指標は、今

後の研修実施計画に合わせて、上記の2州に限定した指標とする必要がある。 

 

 （4）研修を受講した安全衛生監督官のうち70％以上が研修コースは職務上有用であると評価する 

中間レビュー時点においては、パイロット・プロジェクトでの安全衛生監督官への研修の

                             
4 クアラルンプールDOSH事務所には計61名、スランゴールには87名の労働安全衛生監督官が所属しているが、双方の事務所に

おいて、TOTにより研修を受講済みである7名を除く人数が研修受講対象となる。 
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実施が行われていないことから、現時点でこの指標の評価をすることはできない。一方で研

修事業報告書によると指導員養成のためのTOTの結果、建設業においては、参加者5の43％が

「大変有用」、57％が「有用」と回答しており、中小企業に関しては、82％が「大変有用」、

18％が「有用」であったと評価している。この結果からも、開発された研修モジュールを基

に高い質の研修が実施されたと判断できる。TOTを受講した指導員は研修の最終日に実施され

る実際の現場での実技研修が特に有用であると回答しており、研修モジュールは実際現場で

の検査・監査において活用できる実用的な内容となっている。 

 

成果（アウトプット）3：産業界及び一般に対し労働安全衛生に関する啓発・普及を行うDOSHの

能力が向上する。 

 （1）70％以上の受講者がワークショップ及びセミナーがその職場における安全衛生状況の改善

に貢献できる内容であったと評価する 

 

1）労働安全セミナーにおけるKYT講演 

マレーシアの労働安全衛生週間に定期的に開催されている労働安全衛生セミナーにおい

て、短期専門家によるKYT講演が実施された。500名の参加があり、約2割の参加者が研修を

「大変良い」と評価し、約7割の参加者6が「良い」もしくは、それ以上と評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：プロジェクト実施運営総括表 

 

 

2）化学物質管理セミナー（GHS上級コース） 

化学物質管理セミナー（GHS上級コース）が2008年、2009年に開催された。内容は、世界

のGHS対応状況、化学物質の混合物のGHS分類とGHSラベル表示を行うことを目的とし、GHS

分類マニュアルの解説、単一物質及び混合物のGHS分類、ラベル、MSDS作成についてワー

クショップ形式で実施された。参加者は30名で、DOSH本部7名、州DOSH事務所7名、海事局

1名、工業技術院1名、環境局3名、防除局1名、郵政局1名、農業局3名、NIOSH2名と、他省

庁参加者を幅広く含んでいる。セミナーの評価アンケートの結果、参加者7の79％が「大変有

                             
5 4段階（大変有用：有用：あまり有用でない：有用でない）の質問票により研修参加者の満足度を確認した。 
6 労働安全衛生セミナー全体の参加者による評価結果であり、短期専門家が実施した個別のコースの評価結果ではない。5段階

（大変良い：良い：普通：良くない：大変良くない）の質問票によりセミナーの有用性を確認した。 
7 4段階（大変有用：有用：あまり有用でない：有用でない）の質問票によりセミナーの有用性を確認した。 

 

労働安全衛生セミナー評価 

労働安全衛生セミナー評価

0% 20% 40% 60% 80% 100%

このセミナーの有用さ

セミナーの内容

会場・進行全体
大変良い

良い

普通

良くない

大変よくない良 
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用」、21％が「有用」と回答しており、参加者のニーズに合わせた質の高いセミナーが実施

されたことが確認された。 

 

２－３ プロジェクト目標の達成見込み 

 

プロジェクト目標：DOSHによる労働安全衛生行政が建設業と中小企業分野を中心に改善される。 

 

 （1）70％以上の安全衛生監督官が優先分野（建設業と中小企業）におけるDOSHの行政機能が改

善されたと評価する 

選定された2州でのパイロット・プロジェクトでの検査監督要綱及び安全衛生監督官への研

修がプロジェクトの後半に計画されているため、プロジェクト目標の同指標は現時点では測

定されていない。パイロット地域を中心として安全衛生監督官が研修を受講することにより、

DOSHの行政機能の改善が実現することが想定される。 

 

 （2）関連の業界7団体が優先分野（建設業と中小企業）におけるDOSHの行政機能が改善された

と評価する 

中間レビューにおける関連業界への聞き取り調査では、DOSHの安全衛生監督官の監査能力

は一般的に低く、特に専門性の能力強化が求められる。このことからもプロジェクトの実施

による安全衛生監督官への能力強化は高い妥当性が確認された。 

業界団体は直接DOSHからの監査を受ける立場ではなく、監査を受ける会員企業からの

DOSHの行政能力にかかわる情報収集も実施されていない。より直接的にプロジェクト効果を

測定する指標としては、安全衛生監督官の監査の対象となる企業からの評価を指標として用

いることが適切であるとの意見が関係者から指摘された。 

 

２－４ 上位目標達成の見通し 

 

上位目標：マレーシアの労働安全衛生の状況が先進国並みに改善される。 

 

 （1）2020年までにマレーシアの職務上の死亡事故率が労働者10万人当たり3人に減少する 

上位目標では全業種での労働安全衛生状況の改善をめざしている。パイロット地域での安

全衛生監督官への研修が今後計画されていることからも、現時点で上位目標を測定すること

は時期尚早である。一方で本プロジェクトにおいてはマレーシアの労働安全衛生における優

先分野を対象としているが、労働災害発生状況を業種別にみてみると、中小企業の大部分が

製造業となっており、その労働災害は非永久労働不能で全体の60％、永久労働不能で80％を

製造業が占めている。他方、死亡率では製造業、建設業ともに全体の33％を占めている。こ

のようなことからも、プロジェクトにより中小企業及び建設業の労働安全衛生の状況が改善

することで、上位目標に対する高いインパクトが見込まれる。 

上位目標の指標に関して、国家政策との整合性、達成可能性を考慮し、2009年に策定され

たマレーシア労働安全衛生マスタープラン（2010～2015年）における達成目標となる死亡事
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故率、労働災害率の指標8をプロジェクトの上位目標の指標として用いることが提案された。 

 

２－５ プロジェクト実施体制 

プロジェクトの実施期間は5年間となっている。プロジェクト目標の対象地域はクアラルンプー

ル及びスランゴール州がパイロット・プロジェクトの対象地域として選定されている。カウンタ

ーパートはDOSH副局長、政策部長、化学管理部長、OSH国家委員会秘書、管理部副部長が任命さ

れている。これに加え、パイロット地域であるスランゴール、クアラルンプールDOSH事務所の所

長がカウンターパートとして配置されている。 

本プロジェクトでは進捗状況のモニタリング、調整のためにDOSHの局長を委員長とする合同調

整委員会（JCC）が設けられている。しかし、メンバー間での開催日程の調整がとれない等の理由

により、定期的な実施が困難な状況が報告されている。 

 

２－６ 実施プロセスの状況 

本プロジェクトは中間レビュー時点において、PDMに記載されている主要な活動が計画どおり

開始されている。今後の計画として、2010年4月からスランゴールにおいては中小企業、クアラル

ンプール事務所においては建設業分野での研修が安全衛生監督官に対して実施される。また、活

動に係る貢献要因及び阻害要因は以下のとおりである。 

 

 （1）効果発現に貢献した要因 

1）コア人材の効果的能力開発 

本邦研修に参加した安全衛生監督官を中心として、プロジェクトの活動のコアとなる人材

の能力開発が効果的に実施されている。研修モジュールの開発、これを使用した指導員への

TOTが本邦研修に参加した監督官が中心となって行われている。本邦研修に関する参加者へ

の質問票の結果、研修内容はプロジェクトの活動及び参加者の本来業務である現場での検

査・監査業務において有用であったことが確認された。研修参加者の人選に関しても、各専

門分野の中堅となる10年以上の業務経験者がDOSHにより選定されており、本邦研修の結果

の効果的な活用に寄与している。 

 

2）既存の組織・制度の効果的活用 

プロジェクトの活動は既存の組織、制度を活用することで効果的に実施されている。短期

専門家によるKYT、化学物質管理にかかわるセミナーは全国労働安全衛生評議会（National 

Council for Occupational Safety and Health：NCOSH）が毎年開催している労働安全衛生セミナ

ーを用いて実施されており、安全衛生監督官に対する研修についても、DOSHの人材開発プ

ログラムを用いた実施が計画されている。プロジェクトによる投入がこれら既存の組織、制

度に対して行われることにより、その機能や関係者の能力が強化されることで、プロジェク

ト効果の継続性の向上が図られる。 

 

                             
8 2015年までの職務上の労働者10万人当たり死亡事故率の20％減少、職務上の労働者千人当たり労働災害率の30％減少が指標

として掲げられている。 
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 （2）阻害要因 

プロジェクトの実施を阻害する要因は確認されていないが、労働安全衛生にかかわる企業

側からの要求の多様化に対して、安全衛生監督官の新規採用により、大幅に人員が増加して

いる。一方でDOSHの予算は、金融危機の影響により一時的に縮小されており、新規職員の能

力開発にかかわる研修予算の確保が困難な状況にある。 
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第３章 中間レビュー結果 
 

３－１ 妥当性：非常に高い 

 （1）マレーシアの国家政策との整合性 

DOSHは労働安全衛生行政の強化をめざしたマレーシアにおける労働安全衛生マスタープ

ラン（2010～2015年）を策定し関連法令の整備、組織の増強、民間セクターとの協力体制の

強化をめざしている。また、労働安全衛生マスタープラン（2010～2015年）に合わせて、プ

ロジェクトの対象分野である中小企業及び建設業を重点分野として、それぞれの分野別にお

いて、労働安全衛生にかかわるマスタープランを策定した。 

プロジェクトの上位目標には同マスタープランの指標である2015年までの職務上の死亡事

故率の20％減少、労働災害率の30％減少を採用することで合意された。 

 

 （2）日本の援助政策との整合性 

マレーシア国別事業実施計画における社会セクター開発に関しては、第9次マレーシア計画

にて重要課題とされている格差是正に対して支援するため、経済と社会のバランスのとれた

成長、人材育成、社会基盤整備が重視されている。本プロジェクトは「社会保障」分野の労

働安全衛生等の基盤整備に位置づけられており、日本側の援助政策と合致する。 

また、本プロジェクトのアプローチは、わが国が推進する人間の安全保障にも貢献できる。

労働現場で不安定でしかも低い収入で働いている人々、特に、女性や外国人労働者あるいは

若年労働者（児童を含む）といった、いわゆる社会的弱者層は、労働安全衛生の公的なサー

ビスを受ける機会がほとんどないまま、一方でさまざまな安全健康リスクに直面している。

もし、労働災害や職業病に見舞われれば、職を失い家族とともに極度の貧困状態に陥る状況

におかれている。 

 

 （3）日本の技術の優位性 

わが国の労働の現場における実践的な労働安全衛生活動の蓄積、それを支えるさまざまな

テクノロジーと研究能力、また、変化するニーズに呼応して実施されてきた政府による労働

安全衛生政策づくりとその実施は、今後労働安全衛生問題の解決に力を入れる必要がある開

発途上国にとって有用な資源である。さらにわが国には、労働組合、経営者団体における多

くの労働安全衛生活動の蓄積がありこれらも開発途上国の労働安全衛生向上を支援するため

の有用な経験といえる。 

 

 （4）課題の解決手段としてのアプローチの妥当性 

本プロジェクトの対象分野である中小企業及び建設業は労働災害が多く発生する分野であ

る。同時に、パイロット・プロジェクトを実施する州であるスランゴール州は工場地帯が広

がり、一方で首都のクアラルンプールには建設現場が多く存在することからも、対象分野及

び対象サイトの選定は妥当であると判断できる。業界団体への聞き取り調査によると、労働

安全衛生にかかわる法執行に当たる安全衛生監督官の技術能力が不足していることが指摘さ

れており、監督官の検査・監督能力の強化をめざしている同プロジェクトと同分野の課題と

の整合性は高い。 
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３－２ 有効性：高い 

 （1）成果のプロジェクト目標への貢献度 

本プロジェクトの成果（アウトプット）は、いずれもプロジェクト目標である「DOSHによ

る労働安全衛生行政が建設業と中小企業分野を中心に改善される。」に貢献しており、高い有

効性が確認された。成果1及び成果2は、事業所現場における検査・監督能力の強化であり、

現状の労働安全衛生の状況分析を通して策定された検査監督要綱による行政手続きの改善、

作成された研修モジュールによる研修が今後、パイロット・プロジェクトとして実施される

ことで安全衛生監督官の能力向上が図られる。一方で成果3については、産業界及び一般に対

し労働安全衛生に関する啓発・普及を行うDOSHの能力の向上が行われており、政労使への包

括的なアプローチが進行中であり、将来的なプロジェクト目標の達成が見込まれる。 

プロジェクトの中間時点においては、ほぼすべての活動が計画どおり開始された。本邦研

修の参加者への質問票の結果からも、参加者が本邦研修で得た知識を生かして、研修モジュ

ールの策定に主体的に取り組んでおり、今後、指導員として州DOSH事務所における研修を行

うことに対して高いオーナーシップをもっていることが確認された。したがって、今後、成

果2の事務所における安全衛生監督官への研修、成果3の啓発・普及能力の向上が継続的に行

われることで、事業所現場レベルでの労働安全衛生行政の改善が期待される。 

 

 （2）プロジェクト目標の指標 

プロジェクト目標の成果指標は安全衛生監督官及び業界団体がDOSHの労働安全衛生行政

の改善度合いを評価することとなっているが、研修を受講した安全衛生監督官による検査・

監査能力の向上を直接的に評価する指標としては、業界団体よりはむしろ、会員企業からの

評価結果を指標として用いることが、より直接的、かつ適切であることが関係者との協議で

指摘された。これらの評価指標は各州DOSH事務所での研修の実施前後に質問票の配布を通し

て測定して、研修の効果を測定することが求められる。 

 

３－３ 効率性：高い 

 （1）成果の達成度と投入の適切さ 

日本側の主要な投入である本邦研修及び短期専門家の派遣は、プロジェクト活動の進捗に

合わせて、計画どおりに実施され、量、質、タイミングともに適切であり、成果（アウトプ

ット）発現に貢献している。また、本邦研修及び短期専門家による研修を受講した安全衛生

監督官の知識・技術がプロジェクト活動に効果的に活用されていることを背景として、わず

か1名の専門家及び最低人数のカウンターパートにより効果的なプロジェクト運営が行われ

ている。 

 

 （2）現地リソースの活用 

本プロジェクトは、マレーシア側の既存の組織、制度を用いた効果的な活動の実施が行わ

れている。プロジェクトの研修の実施に関しては、日本側からの財政的な投入はされておら

ず、各州DOSH事務所での研修の実施は、DOSHにおける既存の人材育成プログラムの活用が

検討されている。短期専門家によるセミナーの実施等に関しても、NCOSHが毎年開催してい

る労働安全セミナーを活用して実施されており、日本側、マレーシア側双方の投入を最小限
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に抑えた効率的なプロジェクトの実施が行われている。 

 

 （3）パイロット・プロジェクトの活用 

プロジェクト効果の全国への普及に際しては、選定された州DOSH事務所でのパイロット・

プロジェクトでの成果を受けて実施されることが計画されている。また、スランゴール州事

務所では中小企業、クアラルンプール事務所では建設分野とそれぞれの地域での主要産業に

限定し、効果を検証することにより、投入を最小限に抑えた効率的な経験の抽出及び分析が

可能となる。一方で各事業所現場レベルでの活動が今後実施されていくことからも、効果的

な普及に向けた研修効果のモニタリングが各州において、確実に行われ、その結果が全国普

及計画に反映されることが不可欠となる。 

 

３－４ インパクト：正のインパクトが見込まれる 

 （1）上位目標の達成見込み 

国家統計であるSOCSOのデータでは、プロジェクト開始の2007年以降、労働安全衛生指標

改善傾向にある。上位目標である職務上の死亡事故率に関しては、多くの要因による影響が

想定され、プロジェクトによる寄与を限定して測定することは困難であるが、プロジェクト

の方向性は、マレーシア政府が進める労働安全衛生マスタープラン（2010～2015年）に沿っ

たものであり、同マスタープランの実施との相乗効果により、上位目標を達成することが見

込まれる。 

 

 （2）全国への波及効果 

プロジェクトにおいては、将来の全国波及の際にコアとなる人材への能力開発が効果的に

実施されている。本邦研修の参加者は全州DOSH事務所から選定されており、さらには、指導

員養成のためのTOTにはパイロット州以外からの安全衛生監督官が参加している。プロジェク

トの普及に向けたコア人材の養成が全国レベルで実施されていることからも、将来の全国普

及のための布石が打たれているといえる。 

プロジェクト内で開発された研修モジュール、検査チェックリスト、KYT及びGHSにかか

わる教材、資料等はすべての関係者がアクセス可能なWebサイト（JICA-DOSH Knowledge Site）

から入手可能となっており、関連資料の共有を容易にすることで普及に向けた体制が取られ

ている。 

 

 （3）その他のインパクト 

短期専門家により、GHSの上級コースの研修がDOSH職員に対して実施された。この研修を

受講した職員が独自にGHS初級、中級の研修モジュールを開発して、各州DOSH事務所の安全

衛生監督官への研修が実施されている。さらには、GHSに基づく表示・分類が今年（2010年）

中にマレーシア政府により法令化されるなど、正のインパクトが確認されている。 

 

３－５ 自立発展性：高い自立発展性が見込まれる 

 （1）政策面 

DOSHを中心として労働安全行政の強化にかかわる努力が継続されている。プロジェクト開
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始時には500名程度であった安全衛生監督官が、急速に増員され現在では1,300名を数える。急

速な工業化、多様な労働安全衛生状況への対応、投資環境としての労働安全衛生の重要性が

指摘されており、労働安全衛生の充実をめざすマレーシア政府の政策的支援が継続される可

能性は高い。 

 

 （2）組織面 

プロジェクトの実施がマレーシア側の既存の組織、制度を用いて実施されていることから

も、プロジェクト終了後も活動がマレーシア政府主導により継続的に実施される可能性は高

い。 

各州DOSH事務所には内部研修システムが構築されており、週1回程度、上級安全衛生監督

員から初級監督員への技術指導が実施されている。他方、外部の研修を受講した監督員が内

部の研修により、他の監督官に研修で得た知識を共有する機会があるなど、研修効果を継続

的に普及する体制が取られている。 

対象分野である中小企業及び建設分野に関しては、DOSH本部内で分野別委員会が組織され

ており、各州DOSH事務所においては、プロジェクト開始以降、それぞれの分野で専門部署が

組織されている。 

 

 （3）財政面 

現在、研修の実施等、プロジェクトの主要な活動にかかわる経費はマレーシア政府側の負

担となっている。現在のところマレーシア側の経費は順調に配分されており、プロジェクト

の順調な実施に貢献している。一方で金融危機以降、政府予算は縮減されており、DOSH内で

の人材育成プログラムの実施にも影響を与えている。しかしマレーシアの経済状況の回復に

伴う政府予算の増加、労働安全衛生分野の重視が指摘されていることからも、将来的な活動

にかかわる予算の確保が見込まれている。 

 

 （4）技術面 

TOTの参加者への質問票の結果、すべての回答者が研修の内容は建設業及び中小企業分野の

業務にとって有用であるとしている。これは本邦研修の参加者が研修モジュール及び指導員

としての十分な能力を身に付けたことを示している。また、プロジェクト効果の継続に関し

ては、安全衛生監督官への研修の効果をモニタリングし、その結果を将来の研修計画に反映

する仕組みを構築することで、安全衛生監督官の能力を恒常的に強化することが可能となる。 

 

３－６ 結論 

本プロジェクトはマレーシア労働安全衛生マスタープランとの政策と整合していることからも

プロジェクトの妥当性が高い。また、ほぼすべての活動が計画どおり実施されており、DOSH安全

衛生監督官への能力開発が順調に実施されている。2010年より、安全衛生監督官への研修をスラ

ンゴール及びクアラルンプール事務所にて実施することが計画されていることからも、研修効果

の発現により、プロジェクト実施期間内でのプロジェクト目標の達成が見込まれる。さらに、既

存の組織、システム、民間連携体制を活用した活動の実施が行われているため、プロジェクトは

高い効率性を有する。中間レビュー段階での目立ったインパクトは発現していない。上位目標に
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掲げられた職務上の死亡災害率の低減には多くの要因が影響するが、DOSHのイニシアティブによ

り実施される労働衛生マスタープランの活動との相乗効果により、プロジェクト終了後達成され

る可能性が高い。DOSHの高いオーナーシップ及び既存の仕組みを活用したプロジェクト運営にか

んがみると、高い自立発展性が見込まれる。 

一方で今後実施される安全衛生監督官への研修による能力強化がインパクト及びプロジェクト

の自立発展性の向上のための重要な要素となる。したがって、州DOSH事務所での研修の成果を確

実にモニタリングし、その経験・教訓を分析し、将来の普及計画に反映していく必要がある。 
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第４章 提言と今後の協力方針 
 

４－１ 提言 

 （1）プロジェクトの指標となるデータの整備 

プロジェクトは、PDMに定められた指標の測定を確実に実施することで適切に運営される。

そのために、各州DOSH事務所での安全衛生指導員への研修を開始する前に、対象となる州に

おいて、プロジェクト目標及び上位目標にかかわる指標のベースライン・データを収集して

おく必要がある。ベースライン・データの測定に関しては、マレーシアの労働災害の現状を

的確に示す統計情報の収集が不可欠となる。ベースライン・データを基に研修を受講し安全

衛生監督官のパフォーマンスはモニターされ、その結果を次の研修計画に反映する必要があ

る。 

 

 （2）プロジェクトの成果を全国に普及するための戦略づくり 

選定された州で実施されるパイロット・プロジェクトの結果を受けて、プロジェクト成果

の全国への普及が計画されている。パイロット・プロジェクトの結果の分析を実施したのち

に具体的な普及計画を経験・教訓を基に策定すると同時に、全国普及に向けた全州の安全衛

生監督官への本邦研修及びTOT等による研修機会の提供が必要となる。 

また、プロジェクトで開発された研修モジュールは、新任研修もしくは、シニア安全衛生

監督官への再訓練などの研修機会に活用することにより、その波及を促進する。 

 

 （3）本邦研修受講者の活用 

本邦研修の参加者の選定はDOSHによって適切に行われており、効果的な研修効果を上げる

要因となっている。一方で昇進、人事異動等により、スランゴール、クアラルンプール事務

所といったパイロット州には本邦研修の参加者が配属されていない。効果的にパイロット・

プロジェクトを実施するためにも、スランゴール及びクアラルンプールDOSH事務所において

最低1名の本邦研修の受講者が配属され、可能であれば、プロジェクト実施期間を通して両事

務所にて勤務を継続する体制を整備することが望まれる。 

 

 （4）OSH研修における短期専門家の効果的活用（日本側への提言） 

短期専門家は労働安全衛生セミナーの実施及びカウンターパートへの技術移転を成功裏に

実施している。今後の選定州での安全衛生監督官に対する研修の実施が、「マレーシアの労働

安全衛生行政の向上にとって重要な活動となるため、短期専門家の派遣を各州での研修開催

時期に合わせる必要性が指摘された。短期専門家による各州での研修のモニタリング及びそ

のフィードバックは、研修モジュールの質、及び指導員の教授法の改善に寄与すると想定さ

れる。また、短期専門家の派遣時期の延長、専門分野、特にKYT及び5Sに関する専門家の派

遣への要望が強いことが確認されている。 

 

４－２ プロジェクト計画の見直し（PDM1） 

プロジェクト開始当初に承認されたPDM Ver.0はその後のプロジェクトの進行及び今回の中間

レビューの結果を踏まえ、指標の再設定及び、その指標に合わせたプロジェクト目標、上位目標、
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成果の記載内容について、現実に即した形での変更が望ましいと判断された。見直しの結果を踏

まえて、PDM1（案）（付属資料2.ミニッツANNEX2参照）を策定した。PDM1（案）は、プロジェ

クト関係者との協議を踏まえて、中間レビュー時の合同調整委員会において合意・決定された。

改定の主なポイントは付属資料3.。 
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第５章 団員所感 
 

５－１ 樋口清高 団員（労働安全衛生行政） 

 （1）今までの成果 

長期専門家の派遣が1名であって、あらゆる業務を当該専門家がこなすこととなる。短期専

門家を投入しつつ活動している状況ではあるが、カバーできる範囲には自ら限界がある。そ

のような状況下、しかるべき活動がなされ、それに応じた成果が達成されているところであ

る。 

マレーシア側が真摯に取り組んでいる状況は、調査過程を通じて実感した。本件プロジェ

クトにより、マレーシアの労働安全衛生行政の水準が大いに向上することが予測される。 

 

 （2）長期専門家の交代 

本年（2010年）9月に交代が予定されている。新専門家には、現行専門家が達成した成果に

立脚し、プロジェクトを更に発展させることが期待される。 

新専門家の任期は2年を切ることとなり、また、赴任当初は生活基盤の形成、派遣先での人

的関係の構築等で時間を要し、実質の活動期間は更に短縮される。限定された条件で最大限

の成果を得るよう活動されることが望まれる。 

 

 （3）期待する内容 

1）OSH Strategyができあがっており、現状の労働安全衛生上の課題が把握されているところ

である。今後は、行政資源をこれらの課題にいかに配分し、行政の成果を極大化するかとの

観点で詳細計画を策定することが必要であると考えられる。これは数年分にわたる「中期計

画」と単年度ごとの「行政運営方針」の双方が策定されることが望ましい。 

 

2）技術移転された内容を活用して、安全衛生監督官の研修を実施することになる。研修を実

施したあと、フィードバックを受講生から得たうえで、研修のテーマ、教材、カリキュラム

に関し必要に応じて改良を加え、研修の質を磨くことが望まれる。 

 

3）事業場からの参加者を得て、セミナー等を開催しているところであり、労働安全衛生意識

の啓発に大いに寄与しているところである。 

一方では労働安全衛生意識にあまり関心を有さずしたがってセミナー等に参加しない事

業場も存在するわけであり、これらの事業者に対する意識啓発活動が実施できれば、安全衛

生対策の普及に極めて有効であると考えられる。 

 

５－２ 水沼一典 団員（労働衛生） 

マレーシア側は、当該プロジェクト及び2000年から5年間実施した国立労働安全衛生センター

（NIOSH）に対するプロジェクトについて、労働安全衛生に関する日本の技術協力を高く評価し

ていると感じた。調査の合間にNIOSHを訪問し、概況を視察したが、日本の技術協力の実績が随

所にみられ、技術協力の有効性と自立発展性の高さがうかがえた。 

今回の調査時に、ゼロ災活動・KYTの講師養成のための短期専門家派遣に関する強い要望が、
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セランゴール事務所長から出された。2009年に当協会から短期専門家を派遣した際にも、KYTに

対して高い取り組み姿勢であった旨、専門家から報告を受けたことも考え併せると、同国として、

真剣にゼロ災活動を定着させようとする行政としての姿勢がうかがえるところである。したがっ

て、今後もゼロ災活動・KYTに関する協力を実施することは、高い意義を有するものと思われる。 

また、これまでの本邦集団研修への参加者は、研修生グループの中でリーダー的な存在となり、

研修のよりスムーズな運営についても協力的であり、レベルの高さがうかがえた。 

今後、結果概要に示した提言等が実行された場合、技術協力のプロジェクト目標は高いレベル

で達成されるものと期待される。 

以上より、マレーシアは、今後、労働安全衛生分野ではASEAN地域のリーダー的な存在になっ

ていく可能性は極めて高いと考えられる。したがって、日本としても、パートナーとして、今後

より一層の協力関係を築く方向で交流する意義を感じた。 
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１．評価グリッド  
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マレーシア労働安全衛生行政支援プロジェクト中間レビュー調査　評価グリッド

大項目 小項目
マレーシアの労働安全衛生の状
況が先進国並みに改善される。

プロジェクト終了後、死亡事故率が改善す
る可能性は高いか。

【PDM指標】2020年までにマレーシアの職務上の死
亡事故率が労働者10万人当たり3人に減少する。

職務上の死亡事故率
関係者の意見

SCOSO統計データ
ＩＬＯ統計データ
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

関係者の意見 インタビュー結果 インタビュー

【PDM指標a】70％以上の安全衛生監督官が優先分
野(建設業と中小企業)におけるDOSH の行政機能が
改善されたと評価する。

関係者の意見

【PDM指標b】関連の業界7 団体が優先分野（建設業
と中小企業）におけるDOSHの行政機能が改善され
たと評価する。

関係者の意見

【PDM指標a】 現行の行政手段と手続きに関する調
査報告書が作成される。

調査報告書
関係者の意見

【PDM指標b】労働災害分析の結果が取りまとめられ
る。

労働災害分析報告書
関係者の意見

現状把握に基づき、検査監督要綱が策定さ
れたか。

【PDM指標c】優先分野別に検査監督要綱が策定さ
れる。

検査監督要綱
関係者の意見

現行の研修事業に関する現状把握が行わ
れたか。

【PDM指標a】現行の研修事業に関する調査報告書
が作成される。

研修事業調査報告書
関係者の意見

現状把握に基づき、研修モジュールが作成
されたか。

【PDM指標b】研修モジュールが作成される。 研修モジュール
研修教材
関係者の意見

新研修モジュールでの研修が計画通り実施
されたか。

【PDM指標c】60％以上の安全衛生監督官が新研修
モジュールに基づく研修を受講する。

研修参加人数
関係者の意見

研修の内容は安全衛生監督官のニーズに
適合しているか。

【PDM指標d】研修を受講した安全衛生監督官の内
70％以上が研修コースは職務上有用であると評価
する。

研修参加人数
関係者の意見

成果3：産業界及び一般に対し労
働安全衛生に関する啓発・普及を
行うDOSHの能力が向上する。

ワークショップ及びセミナーの質が確保され
ているか。

【PDM指標】70 ％以上の受講者がワークショップ及
びセミナーがその職場における安全衛生状況の改善
に貢献できる内容であったと評価する。

研修参加人数
関係者の意見

「日本側」
長期専門家1 名
短期専門家2名～5 名/年
本邦研修3名～7 名/年
在外事業強化費
評価調査団

「マレーシア側」
カウンターパート5 名
専門家用執務室、事務用備品、
秘書
プロジェクト運営経費（研修事業、
セミナー、資料印刷製本等）

ＤＯＳＨへの予算の配賦状況 ＤＯＳＨ予算
関係者の意見

報告書、関連文書、
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
データ提出依頼
インタビュー

カウンターパートの配置状況

NADOPOD報告状況

SOCSOからの協力の有無

達成度、達成時期などの確認及び計画との比較 達成度、達成時期 報告書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

DOSHによる労働安全衛生行政が建設業と中小企業を中心に改善される。

実
施
プ
ロ
セ
ス
の
検
証

2.5 安全衛生監督官に対する研修を実施する。

成果2：建設業と中小企業における安全衛生監督官の検査監督能力が向上す
る。
2.1現行の安全衛生監督官に対する研修プログラムを検討する。

2.2 安全衛生監督官の研修ニーズを分析する。

計画と進捗の比較

1.4 優先分野（建設業、中小企業）に関する検査監督要綱を策定する。

2.3 上記ニーズ及び活動1.4 の成果に基づき、安全衛生監督官のための新しい
研修モジュールを策定する。

2.4 上記研修モジュールに基づき、トレーナーズ・トレーニングを実施する。

1.6 優先分野に関する検査監督要綱を確定する。

必要なデータ

時期、投入量、投入の質 報告書
関連文書
インタビュー結果

プロジェクト報告書
質問票の回答
インタビュー結果

情報源 データ収集方法

ドキュメントレビュー
質問票
インタビュー

ドキュメントレビュー
質問票
インタビュー

プロジェクト報告書
質問票の回答
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
データ提出依頼
インタビュー

評価項目

1.3 企業による労働安全衛生法及び規則の遵守状況を調査する。

成果1：労働安全衛生行政執行の方法や手続きが改善される。
1.1DOSHによる労働安全衛生行政執行の現行の方法及び手続きの検討を行
う。

1.2労働災害及び疾病に関する情報収集のシステム及びその分析手法を改善
する。

上位目標の達成指標はプロジェクト活動を適切に反映しているか。

実
績
の
検
証

上位目標
の達成度
（見込み）

成果の達
成度

外部条件

プロジェク
ト目標達
成度

判断基準・方法

労働安全衛生にかかわる制度及び労働災
害に関する現状把握が行われたか。

投入量、投入の質及び時期は計画どおり
か。

成果2：建設業と中小企業におけ
る安全衛生監督官の検査監督能
力が向上する。

評価設問

2.6 研修内容を評価し、改善する。

ドキュメントレビュー
インタビュー

ドキュメントレビュー
インタビュー

成果1：労働安全衛生行政執行の
方法や手続きが改善される。

SOCSO から労災補償給付の統計の提供及び労働局から労働人口と外国人
労働者の事故統計の提供について協力が得られる。（成果への外部条件）

DOSHにより所定のカウンターパートが配置される。 （前提条件）

プロジェクト報告書
関連文章
インタビュー結果

報告書、関連文書、
インタビュー結果

関係者の意見

投入の実
績

DOSH 州事務所による「死亡事故疾病調査」及び「事故、危険の発生、職務に
起因する中毒及び疾病についての通知規則（NADOPOD）」に基づく労働安全
衛生統計資料の収集が適切に行われる。（成果への外部条件）

DOSHに対し必要な予算が配賦される。 （前提条件）

1.5 選定された地域のDOSH事務所においてパイロット・プロジェクトを実施す
る。

計画の進
捗状況

Administrator
１．評価グリッド



マレーシア労働安全衛生行政支援プロジェクト中間レビュー調査　評価グリッド

大項目 小項目
必要なデータ 情報源 データ収集方法評価項目 判断基準・方法

評価設問

阻害、貢献要因の有無 活動実績
関係者の意見

活動計画、活動実績
関係者の意見

相互に信頼関係が醸成されているか。
相互の満足度は高いか。

相互コミュニケーションは十分に行われてい
るか。

プロジェクト業務への参加度 活動実績
関係者の意見

支出額、時期などの確認及び計画との比較 財務状況 報告書
関連文書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

策定された検査監督要綱に関するモニタリ
ング、フィードバックの体制は整備されてい
るか。

新モジュールにおける研修の質に関するモ
ニタリング、フィードバックの体制は整備さ
れているか。

阻害要因
及び貢献
要因

阻害、貢献要因の有無 関係者の意見 報告書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

プロジェクトはDOHS安全衛生監督官の
ニーズと合致しているか。

プロジェクトは建設業及び中小企業及びそ
の業界団体のニーズと合致しているか。

プロジェクトは建設業及び中小企業の労働
者のニーズと合致しているか。

上位目標とマレーシア国家開発計
画との整合性はあるか。

職務上の死亡事故率の低減が国家政策の
優先事項に含まれているか。

DOSHの戦略計画（2005～2010年）における上位目
標の位置づけ

DOSHの戦略計画
関係者の意見

関連文書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

プロジェクトと日本の援助政策、
JICA国別事業実施計画との整合
性はあるか。

日本の対マレーシア援助重点課題、JICA国
別事業実施計画に含まれているか。

日本の援助政策 国別援助計画
JICA国別事業実施計画

ドキュメントレビュー

カウンターパート、研修講師の選定方法、人
数は適切か。

プロジェクト目標であるＤＯＳＨによる労働安
全衛生行政の改善の手段として追加すべき
活動があるか。

プロジェクトの優先分野及びターゲットグ
ループの選定は適切か。

パイロット・プロジェクトの対象州の選定は
適切か。

日本の協力としての優位性はある
か。

プロジェクトには 日本の労働安全衛生にか
かわる経験が生かされているか。

日本の経験の活用事例
本邦研修の有効性

関係者の意見 関係文書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

他機関の協力内容 報告書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

プロジェクト目標が達成される可能性は高
いか。

投入・活動の実績
成果の達成度
関係者の意見

プロジェクト目標指標の設定レベルは適切
か。

現時点での達成度
上位目標との因果関係
関係者の意見

労働安全衛生行政執行の方法や手続きの
改善は、労働安全行政の向上に寄与してい
るか。（成果１）

情報収集システム及び検査監督要綱の活用事例

新モジュールによる安全衛生監督官への研
修の実施は労働安全行政の改善に寄与し
ているか。（成果2）

研修内容を活用した労働安全行政の改善例

産業界及び一般の労働安全衛生に関する
能力強化は労働安全行政の改善に寄与し
ているか。（成果3）

ワークショップ、セミナの内容を活用した参加企業の
事業改善例

DOSH本部により、成果1の達成結果が全
国の州事務所に普及されたか。（外部条
件）

全国の州事務所への普及活動の有無

研修を受けた安全衛生監督官の大多数が
DOSHに定着しているか。（外部条件）

その他の阻害要因はあるか。 阻害要因の有無

ドキュメントレビュー
インタビュー

報告書
インタビュー結果

達成度、達成時期達成度、達成時期などの確認及び計画との比較

専門家と
C/Pとの
関係

実
施
プ
ロ
セ
ス
の
検
証 相手国実

施機関の
オーナー
シップ

3.3 企業対象のワークショップやセミナーを開催する。

追加・中止された活動はあるか。またその要因は何か。

活動の阻害、貢献要因はあるか。

3.2 企業および一般市民対象の啓発・普及活動資料の質を改善する。

モニタリング・フィードバックの実
施方法・実施体制・活動実績

モニタリング・フィードバック実施状況

活動進捗、成果達成、目標達成に阻害、貢献する要因はあるか。

DOSH及び対象州のDOSH事務所の関係者は主体的にプロジェクト活動に参
加しているか。

マレーシア政府からのプロジェクト運営経費は計画どおり確保、支出されている
か。

関係者の意見

成果3：産業界及び一般に対し労働安全衛生に関する啓発・普及を行うDOSH
の能力が向上する。
3.1現行の啓発・普及活動及び資料の内容を検討する。

関係者の意見

プロジェクト活動実績
関係者の意見

ドキュメントレビュー
インタビュー

プロジェクト報告書
関連文書
質問票への回答
インタビュー結果

プロジェクト報告書
関連文書
インタビュー結果

モニタリン
グ・評価
のプロセ
ス

優先度

プロジェクト目標とマレーシア側
（ターゲット・グループ）のニーズは
一致しているか。

プロジェクトのアプローチは適切
だったか。

必要性

手段とし
ての妥当
性

ドキュメントレビュー
インタビュー

報告書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

報告書
関連文書
質問票の回答
インタビュー結果

報告書
インタビュー結果

報告書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
質問票
インタビュー

授業観察
ドキュメントレビュー
質問票
インタビュー

ドキュメントレビュー
インタビュー

研修受講者の満足度
関係者の意見

計画の進
捗状況

ニーズとの整合
満足度

プロジェクト目標は適切か。プロジェク
ト目標の
達成予測

専門家とカウンターパートの関係
は良好か。

プロジェクト活動のモニタリング・
評価は効果的に実施されている
か。

他の機関等の協力関係はあるか。また協力内容の重複はないか。

プロジェクト目標達成を阻害する
要因はあるか。

有
効
性

プロジェクトのアウトプットはプロ
ジェクト目標達成に貢献している
か。

妥
当
性

因果関係



マレーシア労働安全衛生行政支援プロジェクト中間レビュー調査　評価グリッド

大項目 小項目
必要なデータ 情報源 データ収集方法評価項目 判断基準・方法

評価設問

実績と計画（目標値）の比較
阻害要因の有無

計画の達成度、時期
関係者の意見

関係者の意見

労働災害、疾病に関する情報収集システム
の向上は、労働安全衛生行政執行の方法
や手続きの改善に寄与しているか。

情報収集システムの改善状況及び使用頻度

検査監督要綱の策定及びパイロット・プロ
ジェクトの実施は、労働安全衛生行政執行
の方法や手続きの改善に寄与しているか。

検査監督要綱の策定状況及び使用頻度
パイロット・プロジェクトの実施状況

ＴＯＴ及び研修の実施は安全衛生監督官の
検査監督能力の向上に寄与しているか。

研修参加者の満足度、理解度

啓発・普及活動資料の改善及びワーク
ショップ、セミナーの実施はＤＯＨＳの労働
安全衛生に関する啓発・普及のための能力
向上に寄与しているか。

ワークショップ、セミナー参加者の満足度、理解度

専門家派遣人数、専門分野、派遣時期は
適切か。

専門家派遣実績
関係者の意見

供与機材の種類、量、設置時期は適切か。 機材供与の計画と実績の比較 調達機材リスト
関係者の意見

本邦研修の分野、研修内容、研修時期、受
入時期は適切か。

本邦研修の満足度、活用の事例の有無 研修員受入実績
関係者の意見

日本側の現地活動費は適切か。 現地活動費の計画と実績の比較 現地活動費実績
関係者意見

マレーシア側のカウンターパートの配置、予
算配分は適切か。

予算措置の計画と実績の比較 C/P在籍状況
プロジェクト経費
関係者の意見

先行して実施された労働安全衛生における
支援により強化された組織の経験を有効に
活用しているか。

経験の活用の有無

NIOSHの協力等、既存の人員、施設などを
有効に活用しているか。

阻害、貢献要因の有無

死亡事故率の推移 職務上の死亡事故率
関係者の意見

SCOSO統計データ
関係者へのインタビュー
結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

DOSHの戦略計画（2005～2010年）及び年
間業務計画が成功裡に実施される。（上位
目標への外部条件）

DOSHの戦略計画の実施状況 DOSHの戦略計画
関係者の意見

企業が自らのイニシアチブにより安全衛生
の改善に対処する。（上位目標への外部条
件）

企業による労働安全衛生の改善活動

必要な活動の有無

ＳＯＣＳＯの労災補償一時給付金収支の改善状況 ＳＯＣＳＯの労災補償一時給付
金収支

他分野における検査監督要綱の策定事例の有無 検査監督要綱

他州における研修実施の有無 研修実績

OSH政策、法制、規格への反映事例の有無 政策、法令、規格

正負の効果・影響の有無 関係者の意見

上位目標は労働安全衛生行政の優先課題
として位置づけられ続けるか。

策定された検査監督要綱及び研修モジュ
ールがDOSH戦略計画のアプローチに採用
される可能性はあるか。

DOSHは策定された検査監督要綱の改訂、
普及をするための機能を維持、継続できる
か。

関係機関の組織体制
関係者の意見

研修、ワークショップ、セミナーの実施にか
かわるDOSHの機能が明確になっている
か。

研修、ワークショップ、セミナーのモニタリン
グ、フィードバックの体制が整備されている
か。

研修の継続に必要な財源は確保
されているか。

活動を継続していくための財源は確保され
ているか。

十分な財源の有無 財務状況
関係者の意見

カウンターパートに検査監督要綱の策定及
び研修運営管理する能力が十分に備わっ
ているか。

カウンターパートが検査監督及び研修関連
活動の継続に関してオーナーシップをもって
いるか。

社会・文
化・環境
面

阻害要因の有無 関係者の意見 インタビュー結果

PDM
報告書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

報告書
関連文書
インタビュー結果

関連情報
関係者の意見

今後、留意していかなければならないことは何か。

関係者の意見

検査監督要綱の策定、研修の運
営管理を担う組織の機能は維持
されるか。

報告書
関連文書
インタビュー結果

報告書
関連文書
インタビュー結果

関係者の意見

ドキュメントレビュー
インタビュー

プロジェクト報告書
インタビュー結果

そ
の
他

自
立
発
展
性

政策・制
度面

持続的効果を阻害する要因はあるか

建設業と中小企業を中心とした労
働安全衛生行政の改善がDOSH
によって引き続き推進されるか。

組織・財
政面

技術面 カウンターパートの能力開発は十
分に行われているか。

軌道修正
の必要性

投入・活動・アウトプットの内容を軌道修正する必要があるか。

成果を産出するために十分な活
動であったか。

波及効果

その他効率性の貢献要因、阻害要因はあるか。

ローカル資源を有効に活用してい
るか。

達成されたアウトプットからみて投
入の質、量、タイミングは適切か。

他の分野においても検査監督要綱が策定される可能性はあるか。

労働安全衛生にかかわる政策、関連法制、規格等への影響があるか。

プロジェク
トの実施
プロセス
の効率性
に影響を
与えてい
る要因

因果関係

対象州以外の地域への研修の実施、プロジェクト効果の普及が促進される可
能性はあるか。

イ
ン
パ
ク
ト

上位目標以外の正負の効果・影響があるか。

上位目標
の達成見
込み

上位目標達成に必要なプロジェク
ト以外の要因が満たされる可能性
は高いか。

投入・成果の実績、活動の状況から、上位目標の達成の可能性は高いか。上
位目標とプロジェクト目標は乖離していないか。

プロジェクトの実施はＳＯＣＳＯの労災補償一時給付金の収支改善に寄与して
いるか。

その他上位目標達成に必要な活動はあるか。

ドキュメントレビュー
インタビュー

報告書
関連文書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

プロジェクト報告書
関連文書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

報告書
関連文書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

ドキュメントレビュー
インタビュー

関係者の意見 報告書
関連文書
インタビュー結果

報告書
関連文書
インタビュー結果

ドキュメントレビュー
インタビュー

ドキュメントレビュー
インタビュー

報告書
関連文書
インタビュー結果

関係者の意見

ドキュメントレビュー
インタビュー

労働安全衛生に係る政策レベ
ルの計画、戦略

戦略、計画の有無

関係者の意見

効
率
性

成果は計画どおり達成しているか。阻害要因があるとすれば何か。成果の達
成度

各成果の指標の設定水準は適切か。
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PDM Ver.1 理由

上位目標 マレーシアの労働安全衛生の状況が改善される。
先進国並みの指標の根拠が不明確であり、
実現性も低い

指標
1.2020年までにマレーシアの職務上の死亡事故率が労働者10万人
当たり3人に減少する

1.2015年までに職務上の労働者10万人当たりの死亡事故率が20％
減少する。
2.2015年までに職務上の労働者1,000人当たりの労働災害率が
30％減少する。

OSHマスタープラン（2010～2015年）の指
標を採用。ベースラインとなる指標に関し
ては、SCOSOのデータをそのまま使うので
はなく、通勤時の交通事故を省き、外国人
労働者を加えた数値を採用する。

プロジェ
クト目標

DOSHによる労働安全衛生行政が主として選定された地域における
建設業と中小企業分野において改善される。

プロジェクトでは、選定地域における労働
安全衛生行政の改善モデルの確立を目的に
していることから、対象範囲を明確にし
た。

指標

1. 70％以上の安全衛生監督官が優先分野(建設業と中小企業)に
おけるDOSH の行政機能が改善されたと評価する
2. 関連の業界7 団体が優先分野（建設業と中小企業）における
DOSHの行政機能が改善されたと評価する

a.70％以上の研修を受講した安全衛生監督官が優先分野(建設業
と中小企業)におけるDOSH の行政機能が改善されたと評価する
b.選定地域の70％以上の企業が優先分野(建設業と中小企業)にお
けるDOSH の行政機能が改善されたと評価する
c.選定地域の安全衛生監督官の監査においてDまたはE判定を受け
た優先分野の企業数が10％減少する。

a.研修計画では選定地域における監督官を
ターゲットにしていることから、指標につ
いてもその範囲を明確にした。
b.関連団体とプロジェクトのかかわりは薄
いため、より直接的な関与が想定されるパ
イロット地域の企業を対象にした。
c.現在導入されている企業の労働安全衛生
評価へのプロジェクトの貢献を想定して追
加。

成果1

DOSHによる労働安全衛生行政執行の現行の方法及び手続きの検討
を行う。
労働災害及び疾病に関する情報収集のシステム及びその分析手法
を改善する。

企業による労働安全衛生法及び規則の遵守状況を調査する。

優先分野（建設業、中小企業）に関する検査監督要綱を策定す
る。

選定された地域のDOSH事務所においてパイロット・プロジェクト
を実施する。

優先分野に関する検査監督要綱を確定する。

指標

1-1.現行の行政手段と手続きに関する調査報告書が作成される。
1-2.労働災害分析の結果が取りまとめられる。
1-3. 優先分野別に検査監督要綱が策定される。

成果2
選定された地域で優先分野（建設業、中小企業）における安全衛
生監督官の検査監督能力が向上する。

現行の安全衛生監督官に対する研修プログラムを検討する。

安全衛生監督官の研修ニーズを分析する。

上記ニーズ及び活動1.4 の成果に基づき、安全衛生監督官のため
の新しい研修モジュールを策定する。

上記研修モジュールに基づき、トレーナーズ・トレーニングを実
施する。

安全衛生監督官に対する研修を実施する。
選定された地域のDOSH事務所において安全衛生監督官に対する研
修を実施する。

研修内容を評価し、改善する。

指標

2-a. 現行の研修事業に関する調査報告書が作成される
2-b. 研修モジュールが作成される
2-c. 60％以上の安全衛生監督官が新研修モジュールに基づく研
修を受講する
2-d.研修を受講した安全衛生監督官の内70％以上が研修コースは
職務上有用であると評価する

2-c. 優先分野において、全州の労働安全衛生トレーナーが新研
修モジュールに基づくトレーナー研修を受講する。
2-d.選定された地域における 90％以上の安全衛生監督官が新研
修モジュールに基づく研修を受講する

指標2-c：TOTにかかわる指標を新たに追
加。
指標2-d：研修対象をパイロット地域の安
全衛生監督官に限定することで、目標値を
60％→90％に変更。

成果3

現行の啓発・普及活動及び資料の内容を検討する。

企業及び一般市民対象の啓発・普及活動資料の質を改善する。

企業対象のワークショップやセミナーを開催する。

指標
3-1.70 ％以上の受講者がワークショップ及びセミナーがその職
場における安全衛生状況の改善に貢献できる内容であったと評価
する

マレーシア「労働安全衛生行政支援プロジェクト」中間レビュー調査
PDMの改訂検討（比較表）

2-2

建設業と中小企業における安全衛生監督官の検査監督能力が向上する。

1-2

1-3

1-4

2-1

マレーシアの労働安全衛生の状況が先進国並みに改善される

DOSHによる労働安全衛生行政が建設業と中小企業を中心に改善される。

PDM Ver.0

1-1

労働安全衛生行政執行の方法や手続きが改善される。

3-2

3-3

1-5

1-6

2-5

2-3

2-4

3-1

2-6

産業界及び一般に対し労働安全衛生に関する啓発・普及を行うDOSHの能力
が向上する。

Administrator
３．PDMの改訂検討（比較表）
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